
１ 予算編成の前提となる経済情勢及び財政事情

(1) 経 済 情 勢

我が国経済については, 15年度は, 年度当初には踊り場的

な状況が見られた後, 米国を始め世界経済が回復する中で,

輸出や生産が再び緩やかに増加していくとともに, 企業収益

の改善が続き, 設備投資も増加するなど, 企業部門が回復し

ていく｡ これにより, 我が国経済は, 民需中心に緩やかに回

復していくものと見込まれる｡ デフレについては, 物価の下

落幅は縮小していくものの, デフレ傾向はなお継続する｡

16年度は, 世界経済の回復が続く中で, 生産や設備投資の

緩やかな増加が続き, こうした企業部門の動きにより雇用・

所得環境も厳しいながらも持ち直しに向かい, 家計部門にも

徐々に明るさが及んでいくことが期待される｡ こうしたこと

から, 我が国経済は, 引き続き民需中心の緩やかな回復過程

を辿るものと見込まれる｡ デフレ傾向は継続するおそれがあ

るものの, 需要の回復等に加え, 政府・日本銀行一体となっ

た取組を進めることにより, デフレ圧力は徐々に低下してい

くと見込まれる｡

(2) 財 政 事 情

我が国財政は, バブル経済崩壊後, 総じて景気回復を優先

した財政運営を行ってきた結果,15年度末の公債残高が約459

兆円にも達する見込みであるなど, 世界の先進国の中でも最

悪の水準にある｡ 15年度予算では, 国債発行額を極力抑制す

ることとしたものの, 公債依存度は44.6％に達している｡

また, かつてのような高い経済成長に依存した税収の伸び

が期待できない中で, 急速な人口の高齢化等に伴う諸経費の

増大や公債の累増に伴う国債費の増大等により歳入歳出構造

はますます硬直化してきており, 財政構造についての思い

切った見直しがなければ, 歳出と税収の多額のギャップは

年々拡大していく可能性が強い｡

このような財政の持続可能性に対する懸念の増大を放置す

ることなく, 今後も引き続き, 2010年代初頭における基礎的

財政収支 (プライマリーバランス) の黒字化を目指すなど,

財政構造改革に着実に取り組み, 将来世代に責任が持てる財

政を確立する必要がある｡

２ 16年度予算編成の基本的考え方

16年度予算編成に当たっては, ｢平成16年度予算編成の基

本方針｣ (15年12月 5 日閣議決定, 以下 ｢基本方針｣ とい

う｡) に基づき, 次のような基本的考え方に立って編成する

こととした｡

16年度予算においては, これまでの ｢改革断行予算｣ とい

う基本路線を継続し, 構造改革を一層推進し, 活力ある経済

社会と持続的な財政構造の構築を図るようにする必要があ

る｡

すなわち, ｢官から民へ｣ ｢国から地方へ｣ ｢利用者の選択

の拡大へ｣ ｢ハードからソフトヘ｣ といった基本的考え方に

沿って, 制度・政策の抜本的見直しを行うとともに, 政府全

体の歳出を国と地方が歩調を合わせつつ抑制することによ

り, 政府の大きさ (一般政府の支出規模の GDP 比) を極力

抑制し, 持続可能な財政構造の構築を図り, 将来においても

我が国経済の活力を維持する必要がある｡ 16年度予算にお

いては, 以上の考え方に沿って, 歳出全体にわたる徹底的な

見直しを行い, 歳出改革を一層推進し, 一般会計歳出及び一

般歳出については実質的に15年度の水準以下に抑制する｡

また, これにより国債発行額を極力抑制する｡

さらに, ｢国から地方へ｣ の考え方の下, 補助金改革, 地方

交付税改革及び税源移譲を含む税源配分の見直しのいわゆる

｢三位一体の改革｣ を進める｡

このほか, 予算手法のイノベーションに取り組むことと

し, ｢モデル事業｣ を試行的に導入するとともに, ｢民間の潜
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1 表 一般会計予算と国内総生産

(A)
一 般 会 計

(億円)

(B)
うち一般歳出

(億円)

(C)
国内総生産
(名目・兆円程度)

(A)/(C)

(％程度)

(B)/(C)

(％程度)

15 年 度 817,891 475,922 497.9 16.4 9.6
16 年 度 821,109 476,320 500.6 16.4 9.5
16年度の対前年度伸率 0.4％ 0.1％ 0.5％程度 ― ―
(注) 1. 15年度の (A) 欄及び (B) 欄は, 当初予算の計数である｡

2. 15年度及び16年度の (C) 欄は, 16年度政府経済見通しによる｡ (15年度は実績見込み, 16年度は見通し)

�第159回国会提出の ｢平成16年度予算及び財政投融資計画の説明｣ より抜すい �

平 成 16 年 度 予 算 の 説 明



在力を最大限引き出すための制度改革, 規制改革等の施策と

予算の組合せ｣ (以下, ｢政策群｣ という｡) という手法を活

用するほか, 予算執行調査の拡充を図る｡

また, 特別会計については, 各特別会計の性格及び予算執

行の状況等を踏まえ, 事務・事業の見直しを行い歳出の効率

化・合理化を図る｡

予算の配分に当たっては, 歳出構造改革を推進するとの基

本的考え方を踏まえ, ｢政策群｣ の手法を重視するとともに,

活力ある社会・経済の実現に向けた 4 分野 (｢人間力の向

上・発揮―教育・文化, 科学技術, IT｣ ｢個性と工夫に満ち

た魅力ある都市と地方｣ ｢公平で安心な高齢化社会・少子化

対策｣ ｢循環型社会の構築・地球環境問題への対応｣) に重点

的かつ効率的な予算の配分を行う｡

予算配分の重点化・効率化を行うため, 一般歳出を ｢公共

投資関係費｣, ｢義務的経費｣, ｢裁量的経費｣ に区分し, ｢公共

投資関係費｣, ｢裁量的経費｣ について二割増の要望を認めつ

つ厳しい予算配分を行う｡ このうち, 公共投資関係費につい

ては, その総額を前年度予算額から 3 ％減算した額の範囲内

に抑制する｡ 第二に, 義務的経費については, 自然増を放置

することなく, 制度・施策の抜本的見直しを行い, 歳出の抑

制を図る｡ 第三に, 裁量的経費については, 前年度予算額か

ら 2 ％減算 (科学技術振興費に相当する額を除く｡) した額

を上限として縮減を図る｡ その際, 政策評価等の結果を一層

活用する｡ また, 予算全体について, 物価動向に加え, 行政

サービスの簡素化・効率化を織り込み, 単価を引き下げる｡

税制面においては, 最近の社会経済情勢及び財政状況を踏

まえ, 持続的な経済社会の活性化を実現するための ｢あるべ

き税制｣ の構築に向け, 住宅・土地税制, 中小企業関連税制,

金融・証券税制, 法人税制, 国際課税等について適切な措置

を講ずるとともに, 年金税制について, 年金制度改革に資す

る観点をも踏まえつつ, 世代間及び世代内の公平を確保する

ための見直しを行う｡ 併せて, 地方分権を推進する観点から

｢三位一体の改革｣ に関し, 所要の措置を講ずる｡

３ 16年度一般会計予算の規模等

(1) 一般会計予算の規模

16年度一般会計予算の規模は, 821,109億円であって, 15年

度当初予算額に対して, 3,218億円 (0.4％) の増加となって

いる｡

なお, 一般歳出の規模は, 476,320億円であって, 15年度当

初予算額に対して398億円 (0.1％) の増加となっている｡

(注)

(注) このうち, 改革推進公共投資事業償還時補助等 (いわゆる ｢NTT�B 事
業償還時補助｣, 4,169億円), 国債残高の増に伴う定率繰入等のやむを得な
い増 (4,597億円), NTT�B 事業償還分に係る国債費の増 (4,169億円), 高
齢者数の増加によるやむを得ない増 (2,754億円), 参議院選挙関連経費の
増 (659億円), 年金国庫負担引上げに係る増 (272億円) 等といったやむ
を得ない経費の増要因を除くと, 16年度予算の一般会計歳出及び一般歳出
の規模は, 15年度の水準を実質的に下回るものとなっている｡

(2) 一般会計予算と国内総生産

(イ) 一般会計予算の規模を国内総生産と対比すると, 1 表

のようになる｡

(ロ) なお, 16年度の政府支出の額は, 113.0兆円程度であ

り, 15年度実績見込みに対して, 1.5％程度の減少となる

見込みである｡ また, そのうち, 公的固定資本形成は,

12.2％程度の減少となるものと見込まれる｡

(3) 一般会計歳入予算

(イ) 租税及印紙収入は, 現行法による場合, 15年度当初予

算額に対して3,950億円増の421,810億円になると見込ま

れるが, 住宅・土地税制, 中小企業関連税制, 法人税制,

年金税制等の税制改正を行うほか, 所得譲与税 (仮称)

を創設することとしている結果, 15年度当初予算額に対

して390億円 (0.1％) 減の417,470億円になると見込ま

れる｡

また, その他収入は, 15年度当初予算額に対して2,158

億円 (6.1％) 増の37,739億円になると見込まれる｡

(ロ) 16年度における公債金は15年度当初予算額を1,450億

円上回る365,900億円である｡

公債金のうち65,000億円については, ｢財政法｣ (昭22

法34) 第 4 条第 1 項ただし書の規定により発行する公

債によることとし, 300,900億円については, ｢平成16年

度における財政運営のための公債の発行の特例等に関す

る法律｣ (仮称) の規定により 発行する公債によるこ

ととしている｡ この結果, 16年度予算の公債依存度は

44.6％ (15年度当初予算44.6％) となっている｡

４ 重 要 施 策

(1) 税 制 改 正

最近の社会経済情勢及び財政状況を踏まえ, 持続的な経済
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2 表 一般会計歳入予算
(単位 億円)

1 租税及印紙収入
(1) 現行法を16年度に適用する場合の租
税及印紙収入 421,810

(2) 税制改正による増△減収見込額 △ 4,340
イ 住宅・土地税制 △ 40
ロ 中小企業関連税制 △ 10
ハ 法人税制 △ 530
ニ 年金税制 390
ホ 企業関係租税特別措置の整理合理
化 100

(小 計) ( △ 90)
へ 税源移譲 △ 4,250

(3) 16年度予算額(1)＋(2) 417,470
2 その他収入 37,739
3 公 債 金 365,900

合 計 821,109



社会の活性化を実現するための ｢あるべき税制｣ の構築に向

け, 住宅・土地税制, 中小企業関連税制, 金融・証券税制,

法人税制, 国際課税等について適切な措置を講ずるととも

に, 年金税制について, 年金制度改革に資する観点をも踏ま

えつつ, 世代間及び世代内の公平を確保するための見直しを

行う｡ 併せて, 地方分権を推進する観点から ｢三位一体の改

革｣ に関し, 所要の措置を講ずる｡

(2) モデル事業

｢モデル事業｣ は, ｢経済財政運営と構造改革に関する基本

方針2003｣ (15年 6 月27日閣議決定, 以下 ｢基本方針2003｣

という｡) を踏まえ, 限られた財政資金を効率的に活用する

観点から, ｢プラン・ドゥー・チェック・アクション｣ の考

え方に基づき, 定量的なアウトカム目標を立て, 事後に厳格

な評価を行うとともに, 目標の効率的達成のために, 事業の

性格に応じた予算執行の弾力化を行い, その効率化の効果を

予算に反映するものである｡ 各事業の政策目標について, 行

政サービスの質の向上や, 社会経済的な効果の実現といった

成果 (アウトカム) に着目した定量的な目標であるか等の観

点からの検討を踏まえ, 16年度予算においては, 特許庁の特

許事務システム機械化経費等, 10事業 (合計699億円) につ

いて, ｢モデル事業｣ として導入することとしている｡

(3) 政 策 群

｢基本方針2003｣ 等を踏まえ, 民間の潜在力を最大限引き

出すための制度改革, 規制改革等の施策と予算の組合せであ

る ｢政策群｣ という手法を重視することとしている｡

16年度予算編成においては, ｢少子化の流れを変えるため

の次世代育成支援｣ など, 各府省より提案された10の ｢政策

群｣ について, 規制改革・制度改革等の施策と予算措置とを

組み合わせることにより政策目標の達成に資するものである

こと等, ｢政策群｣ の趣旨に沿った要件を満たしているか等

の観点から, 府省横断的に調整を行った｡

(4) 予算執行調査の結果の活用

15年度の予算執行調査については, 一般会計に加え, 18特

別会計の20事業を含む51の事業を対象として調査を実施す

るなど拡充を図り, 調査の結果を予算編成等に反映したとこ

ろである｡

具体的には, 福祉施設について施設費の大幅な縮滅, 公共

職業訓練委託事業のうち IT 訓練事業の廃止による経費の削

減や住宅用太陽光発電システム導入促進事業について17年

度終了に備えた大幅な経費の削減などの事業見直しや, 物価

の下落を踏まえたコスト削減を図ったことなどにより総額で

16年度予算に492億円反映している｡ また, 事業の効率化や

事業効果の増大など予算の執行に反映している｡

今後とも, 執行状況について充実した調査・把握に努め,

予算執行の適正化・効率化を図るとともに, 歳出の効率化を

図ることとしている｡

(5) 特別会計の見直し

特別会計については, 財政制度等審議会において全ての特

別会計を対象として総ざらい的な検討が行われ, ｢特別会計

の見直しについて―基本的考え方と具体的方策―｣ (15年11

月26日財政制度等審議会) がとりまとめられた｡ 本提言に

おいては, 見直しに関する基本的考え方が示されるととも

に, 50項目を上回る具体的方策が示されている｡

16年度から, このような提言を踏まえ,

(イ) 事務事業の見直しによる歳出の合理化・効率化

(ロ) 一般会計繰入れの減額や使用料の改定など, 歳入・歳

出を通じた構造の見直し

(ハ) 新たな特別会計財務書類の作成など, 説明責任 (アカ

ウンタビリティー) の強化の推進

(ニ) 特別会計として区分経理を行う必要性についての検討

など, 特別会計の見直しを進めていくこととしている｡

(6) 国と地方の改革

補助金改革, 地方交付税改革及び税源移譲を含む税源配分

の見直しのいわゆる ｢三位一体の改革｣ については, ｢国か

ら地方へ｣ の考え方の下, ｢基本方針2003｣ に従って進めて

いくこととされている｡

地方向け補助金等の改革については, 国の関与を縮小して

地方の権限・責任を拡大し, 国・地方を通じた行政のスリム

化を推進する観点から実施することとされ, 18年度までに概

ね 4兆円程度を目途に廃止, 縮減等の改革を行うこととして

いる｡

16年度予算においては, ｢基本方針2003｣ のほか, ｢ 1 兆円

をめざして廃止, 縮減等を行う｣ との総理指示も踏まえ,

10,313億円の改革を実施することとしている｡

具体的には, 義務教育費国庫負担制度への ｢総額裁量制｣

の導入や退職手当・児童手当の一般財源化 (将来の税源移譲

までの暫定措置, 16年度所要額2,309億円), 農業委員会・改

良普及事業の制度見直しや交付金の縮減 (15年度当初予算

比28億円減) など, ｢基本方針2003｣ における ｢重点項目｣

の見直しを行うこととしている｡ また, 公共事業関係の国庫

補助負担金については, 15年度当初予算比4,527億円を削減

することとし, いわゆる ｢少額補助金｣ の廃止等も合わせて

行うほか, ｢まちづくり交付金｣ の創設 (1,330億円) を行う

こととしている｡ 奨励的補助金については15年度当初予算

比2,639億円の削減を実施する｡ また, 地方が自主性・裁量

性をもって事業に取り組めるよう, 前述の義務教育費国庫負

担金の退職手当・児童手当のほか, 児童保護費等負担金 (う

ち公立保育所運営費, 1,661億円), 介護保険事務費交付金

(305億円) など, 総額4,749億円の一般財源化を行うことと

している｡

地方交付税については, 地方財政の効率化を促し, 地方の

自立を促進する観点から, 地方歳出の徹底した見直しを行

い, 地方の財政運営に配慮しつつ, 総額を抑制することとし
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ている｡ 具体的には, まず, 地方の厳しい財政事情の中で,

給与関係経費, 投資的経費 (単独) 等の地方歳出の各項目の

見直しにより, 通常収支の財源不足の規模を圧縮し, 101,723

億円 (15年度当初予算比32,734億円減) としている｡ その上

で, 国と地方の財源不足対策の責任を明確化し, 地方歳出を

効率化する観点から, この財源不足について, 16年度から18

年度までの措置として, 引き続き, 国負担分については一般

会計からの繰入 (特例加算), 地方負担分については, ｢地方

財政法｣ (昭23法109) 第 5 条の特例となる地方債 (臨時財

政対策債) の発行によりその全額を補てんすることとしてい

る｡ また, 恒久的な減税及び15年度の税制改正の16年度にお

ける影響については, 従前と同様の地方財政対策の枠組みに

従って対応することとしている｡ この結果, 16年度に一般会

計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる地方交

付税交付金及び地方特例交付金は, 15年度当初予算額に対し

て9,053億円 (5.2％) 減の164,935億円, また, 同特別会計か

ら地方団体に交付される地方交付税交付金及び地方特例交付

金の総額は, 15年度当初予算額に対して10,845億円 (5.7％)

減の179,910億円となっている｡

廃止する国庫補助負担金の対象事業の中で, 引き続き地方

が主体となって実施する必要があるものについては, 暫定措

置として国の所得税収の一部 (4,249億円) を地方へ譲与す

ることにより税源移譲を行うほか, 義務教育費国庫負担金の

退職手当等に係る一般財源化分につき, 特例的な交付金

(2,309億円) により暫定的に財源措置を講ずることとしてい

る｡

(7) 社会保障の充実

社会保障については, 急速な少子・高齢化の進展に伴い,

経済の伸びを上回って給付と負担が増大していくことが見込

まれる中で, 個人の自助・自律の精神を基本として, 世代

間・世代内の給付と負担の均衡を図り, 制度の合理化・効率

化を行うことにより, 経済・財政と調和し, 将来にわたって

持続可能な安定した制度を構築していく必要がある｡

こうした考え方のもと, 16年度においては, 年金について,

長期的な給付と負担の均衡を図り, 社会経済と調和した持続

可能な制度への改革に取り組むとともに, 診療報酬・薬価等

について1.0％ (医療費ベース) の引下げを行う等, 歳出の

合理化・効率化を行ったところであり, その結果, 16年度の

社会保障関係費は, 15年度当初予算額に対して8,063億円

(4.2％) 増の197,970億円を計上している｡

まず, 年金については, 少子化等の社会経済の変動に対応

した持続可能な制度を構築し, 制度に対する信頼の確保を図

るため, 保険料率の引上げ, 財政均衡期間に係る有限均衡方

式の導入, 保険料水準固定方式の下で給付水準をマクロ経済

スライドにより自動的に調整する仕組みの導入, 安定財源を

確保した上での基礎年金の国庫負担割合の引上げ等の制度改

革を行うこととしている｡ このため, 16年度の基礎年金国庫

負担について, 年金課税の見直しによる増収分を財源とした

引上げを行うこととしている｡ また, 16年度の年金額等につ

いて, 物価・賃金の状況等を踏まえ, 15年の消費者物価の下

落に応じた物価スライドを行うこととしている｡

医療については, 最近の医療費の動向, 診療報酬・薬価等

改定の影響等を織り込んだ上で, 国庫負担81,238億円 (15年

度当初予算比3,717億円, 4.8％増) を計上しているほか, 医

療安全対策や医療提供体制の整備等を推進することとしてい

る｡

生活保護については, 原則70歳以上の者に支給される ｢老

齢加算｣ について 3年で段階的に廃止することとするととも

に, 国民の消費動向や年金額の物価スライドの実施等を総合

的に勘案し, 生活扶助基準等について0.2％の引下げを行う

ほか, 運用について適正化対策等を実施することとしてい

る｡

高齢者介護については, 介護保険給付費の適正化対策を推

進するほか, 介護保険制度の円滑な実施のため, PFI 等も活

用した介護サービス基盤の整備を効率的に進めることとして

いる｡

少子化対策については, 安心して子どもを産み育てること

ができる社会を実現し, 仕事と子育ての両立を支援する等の

観点から, 平成15年度税制改革の趣旨を踏まえた児童手当の

充実等を行うとともに, 待機児童ゼロ作戦の推進, 放課後児

童受入れ体制の整備等を着実に進めていくこととしている｡

障害者対策については, 障害者の自立と社会参加を推進す

るため, 新障害者プランや雇用と福祉の連携等による障害者

雇用等を推進することとしている｡

雇用対策については, 失業者の生活の安定と早期再就職の

促進を図る観点から, 雇用保険求職者給付の支給に必要な資

金を確保するほか, 若年者雇用対策の推進, 官民による労働

力需給調整機能の強化, 民間を活用した職業能力開発の充実

など, 円滑な労働移動及び早期再就職の実現等のための施策

を推進することとしている｡

なお, 消費税に対する国民の理解を一層深める観点から,

消費税収の使途 (地方交付税交付金を除く｡) を基礎年金,

老人医療及び介護に限る旨を予算総則に明記している｡

(8) 文教及び科学技術の振興

文教及び科学技術の振興については, 人間力の向上・発揮

のための環境整備を推進するため, 義務教育費国庫負担制度

の改革を進めるなど既存施策の見直しを行う一方, 確かな学

力や豊かな心の育成に努める等, 教育改革を推進するととも

に, 世界的水準の大学づくりのための大学改革の推進, 科学

技術政策担当大臣及び総合科学技術会議有識者議員による

｢科学技術関係施策の優先順位付け (SABC)｣ も踏まえた科

学技術予算の戦略的重点化を積極的に図ることとし, 61,330

億円 (15年度当初予算比3,382億円, 5.2％減) を計上してい

る (うち, 科学技術振興費は12,841億円 (15年度当初予算比

543億円, 4.4％増))｡

このうち, 義務教育費国庫負担制度については, ｢基本方

29



針2003｣ の改革工程を踏まえ, 義務教育に関する地方の自由

度を大幅に拡大する観点から, 教職員の給与や配置に関する

地方の裁量を拡大するための改革 (｢総額裁量制｣ の導入等)

を実施するとともに, 16年度から退職手当・児童手当の一般

財源化を実施する (将来の税源移譲までの暫定措置)｡ また,

公立小中学校等の教職員定数については, 第 7 次公立義務教

育諸学校教職員定数改善計画 (13～17年度の 5 年計画) の

第 4 年次分の改善措置を実施するとともに, 既存の教職員配

置の見直し等により合理化減を行う｡

公立文教施設については, 地方向け補助金等の改革の一環

として, 補助金・負担金総額の縮減を行う一方, 緊急度の高

い改築事業や耐震補強等, 耐震性能を向上する事業について

は, 重点的な予算配分に努め, 15年度を上回る予算額を確保

することとしている｡

大学改革の推進については, 国公私立を通じ教育・研究に

関する優れた取組を行う大学等に対し, 競争的な環境の下で

支援を行うため, 所要の経費を計上しているほか, 16年 4 月

に国立学校特別会計が廃止され設立される国立大学法人93

法人に対して, その教育研究の着実な推進を図るため, 所要

の経費を計上している｡

私学助成については, 私立大学等経常費補助及び都道府県

による高等学校以下の私立学校に対する経常費助成への補助

について, 特色ある教育研究を展開する私立学校に対する支

援の充実を図るとともに, 法科大学院の開設に係る立上げ支

援や少子化対策としての預かり保育推進のため, 所要の経費

を計上している｡

育英奨学事業については, 教育を受ける意欲と能力のある

学生への支援を重視する観点から, 無利子貸与及び有利子貸

与ともに貸与人員の拡充を図ることとし, 法科大学院の学生

に対する貸与, 入学時一時奨学金の拡充, 海外留学奨学金制

度の創設に係る経費も含め, 所要の経費を計上している｡

このほか, 生涯学習の振興, 特殊教育の振興, 芸術文化・

スポーツの振興等について施策の充実を図るため, 所要の経

費を計上している｡

科学技術の振興については, 質的向上を図る観点から, 科

学技術政策担当大臣及び総合科学技術会議有識者議員による

｢科学技術関係施策の優先順位付け (SABC)｣ も踏まえ, 国

家的・国際的に重要な基礎研究及び①ライフサイエンス, ②

情報通信 (IT), ③環境, ④ナノテクノロジー・材料の 4 分

野を中心に, メリハリのついた予算配分を行うこととしてい

る｡

こうした考えの下, デフレ状態からの脱却と21世紀のリー

ディング産業の創出を目指して, 経済活性化のための研究開

発プロジェクトを推進することとしている｡

さらに, 科学技術システム改革の推進のため, 競争的資金

を拡充するとともに制度改革を行うこととしている｡ また,

産学官連携を通じた地域科学技術・地域経済の振興を図るこ

ととしている｡ その際, 政策群の考え方を活用し, 産学官連

携に係る施策の省庁間の重複排除や連携強化を行うこととし

ている｡ さらに, モデル事業においては, 研究開発の進捗に

応じた弾力的な予算執行を行うとともに, 明確な研究開発目

標の設定及び達成状況の評価を行うこととしている｡

(9) 社会資本の整備

公共投資関係費については, ｢基本方針｣ に基づき, 15年

度当初予算額に対して2,968億円 (3.3％) 減の86,149億円を

計上している｡ このほか, 産業投資特別会計社会資本整備勘

定において, ｢日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活

用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法｣ (昭62

法86) に, 基づき貸付けを受けて実施される公共的建設事業

として718億円を計上しており, これを加えた公共投資関係

費は86,867億円となる｡

このように公共投資の水準を抑制する一方, 投資効果の高

い事業への一層の重点化を図るため, ｢基本方針｣ に基づき,

各事業の目的・成果に踏み込んで, きめ細かく重点化してい

る｡ 具体的には, 大都市圏拠点空港, 三大都市圏環状道路等

に重点配分している｡

さらに, 社会資本整備の効率化, 透明化を進める観点から,

民間の取組みを踏まえ, 積算や発注方式の見直しによりコス

ト縮減を進めるほか, 費用便益分析の一層の活用や事業見直

しの実施により事業評価を徹底することとしている｡

また, 国庫補助負担金の見直しとして, 公共事業関係の国

庫補助負担金のスリム化を行い, 対前年度比で, 4,527億円の

削減としているほか, 地方の自主性・裁量性を尊重した新た

な制度として, まちづくり交付金1,330億円を創設している｡

治山治水対策事業については, 国土保全施設の整備を進め

るとともに, 被災河川対策を中心とする河川改修, 荒廃山地

の復旧等に重点を置くこととし, 11,359億円 (一般会計) を

計上している｡

道路整備事業については, 都市の再生に資する三大都市圏

環状道路の整備, 空港・港湾等の拠点と道路のアクセス強

化, 地域の連携・交流を促進する幹線交通体系の整備等を重

点的に実施することとし, 18,725億円 (一般会計18,028億円,

産業投資特別会計社会資本整備勘定696億円) を計上してい

る｡

港湾空港鉄道等整備事業については, 国際海上コンテナ

ターミナル・国際幹線航路の整備, 大都市圏拠点空港の整

備, 整備新幹線の整備等を推進することとし, 5,645億円 (一

般会計5,644億円, 産業投資特別会計社会資本整備勘定 1 億

円) を計上している｡

住宅都市環境整備事業については, 地方の自主性を尊重し

たまちづくり交付金により全国の都市の再生を促進するほ

か, 電線類の地中化などの無電柱化, 歩行空間のバリアフ

リー化, 沿道環境改善対策, ボトルネック踏切の除却・改良,

鉄道駅等交通結節点の整備, 都市部の土地区画整理事業, 密

集住宅市街地の解消, 都市における良好な水環境の形成等を

推進することとし, 17,251億円 (一般会計17,244億円, 産業

投資特別会計社会資本整備勘定 7億円) を計上している｡
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下水道水道廃棄物処理等施設整備事業については, 浄化槽

の整備に重点を置くほか, 合流式下水道の緊急改善, 広域防

災公園の緊急整備等を推進することとし, 12,607億円 (一般

会計12,607億円, 産業投資特別会計社会資本整備勘定 0 億

円) を計上している｡

農業農村整備事業については, 米政策の改革の推進への支

援や農業水利施設等の既存ストックの有効活用など農業の構

造改革を推進する生産基盤の整備及び国民共通の財産として

の美しいむらづくりの推進等に重点をおいて事業を推進する

こととし, 8,345億円 (一般会計) を計上している｡

森林水産基盤整備事業については, 森林の多面的機能の持

続的発揮に向けた間伐等の実施やその効率的実施に資する林

道等の整備, 我が国周辺水域における水産資源の持続的利用

等に資する漁港・漁場・漁村の整備を推進することとし,

3,620億円 (一般会計3,606億円, 産業投資特別会計社会資本

整備勘定14億円) を計上している｡

その他施設費については, 保育所, 矯正施設等の整備を重

点的に推進することとし, 7,989億円 (一般会計) を計上し

ている｡

(10) 経済協力の推進

一般会計 ODA 予算については, 新 ODA 大綱の下, 我が

国の国益を重視しつつ援助対象の更なる戦略化・重点化, 執

行の透明性向上等を図りつつ, 予算規模を見直すとの方針の

下, 15年度当初予算額に対して409億円 (4.8％) 減の8,169億

円を計上している (経済協力費は475億円 (5.8％) 減の7,686

億円)｡

二国間無償資金協力については, イラク復興支援や感染症

対策等現下の国際社会の課題への対応を図る観点から, 援助

の効率化を図りつつ, ｢緊急無償｣, ｢紛争予防・平和構築無

償｣ 及び ｢感染症対策無償｣ の拡充を行うなどの重点化を図

ることとし, 15年度当初予算額に対して86億円 (3.8％) 減

の2,161億円を計上している｡

技術協力については, 開発途上国の人造りを支援し, 顔の

見える援助を推進する観点から, イラク, アフガニスタン等

向けの平和構築支援や感染症対策などの重点政策課題に係る

経費の増額, 国費外国人留学生の新規受入れ人数の増加等を

図る一方, 単価の見直し等事業の効率化・合理化を図ること

により, 15年度当初予算額に対して110億円 (3.4％) 減の

3,118億円を計上している｡

国際機関等を通ずる経済協力については, 多額の滞留金が

発生している国際機関への任意拠出金を減額する一方, 貧困

削減や難民支援等を行う ｢国際連合開発計画｣ や ｢国際連合

難民高等弁務官｣ 等に対する拠出金は外貨で前年並みの水準

を維持する等, 拠出の重点化・効率化を図ることとし, 15年

度当初予算額に対して76億円 (6.9％) 減の1,023億円を計上

している｡

円借款については, 円借款の事業規模の見直し等を行い,

その財源となる国際協力銀行の出資金を15年度当初予算額

に対して137億円 (6.8％) 減の1,866億円を計上している｡

(注) 経済協力費の一部, 例えば国際連合分担金は, 経済協力開発機構
(OECD) の開発援助委員会 (DAC) の規定により, 分担額の一定割合部
分のみが政府開発援助 (ODA) と定義されているため, 経済協力費の全
額が ODA 予算となるわけではない｡ 一方, 経済協力費以外の主要経費の
うち, 上記の規定により ODA と定義される部分があり, 一般会計 ODA
予算は, これを加えたものとなっている｡

(11) 防衛力の整備

防衛関係費については, ｢中期防衛力整備計画 (平成13年

度～平成17年度) について｣ (12年12月15日閣議決定) や

｢弾道ミサイル防衛システムの整備等について｣ (15年12月19

日閣議決定) 等を踏まえ, 効率的で節度ある防衛力整備を行

うため, テロや弾道ミサイル等の新たな脅威等への対処能力

の強化, 各種災害への対応, 情報機能の強化等の重要施策を

推進するとともに, 自衛隊の任務遂行や維持運営のため, 所

要の経費を計上しており, 防衛関係費として, 15年度当初予

算額に対して500億円 (1.0％) 減の49,030億円を計上してい

る｡

なお, 沖縄に関する特別行動委員会 (SACO) 関係経費は

266億円であり, これを除いた防衛関係費は, 48,764億円 (1.0

％減) となる｡

(12) 中小企業施策の推進

中小企業対策費については, 11年に改正された ｢中小企業

基本法｣ (昭38法154) の理念を踏まえ, 地方向け補助金等や

特殊法人等向け支出の節減を図りつつ, 創業・経営革新など

中小企業の自助努力を積極的に支援するための経費について

は増額を行うなど資金の重点的な配分を図るとともに, 中小

企業に対する資金供給の円滑化に必要な経費については, 十

分な予算額を手当てすることとし, 15年度当初予算額に対し

て 9億円 (0.5％) 増の1,738億円を計上している｡

このうち, まず創業・経営革新支援に関しては, 創業者や

経営革新に取り組む中小企業に対し, 必要な専門知識を提供

するための講座・セミナーの実施など, 各商工会・商工会議

所等が行う人材育成・能力開発推進事業に対する支援を抜本

的に強化するとともに, 事業性・新規性の高い技術やビジネ

スアイデアを持つ中小企業・ベンチャー企業に対し, 実用化

研究開発支援や事業化支援に加えてコンサルティング等を一

体的に実施する中小企業・ベンチャー挑戦支援事業の立上げ

等を行うこととしている｡

また, 中小企業に対する資金供給の円滑化に関しては, 公

的信用補完の基盤強化のため, 中小企業総合事業団信用保険

部門に対する出資金及びセーフティーネット保証等に係る信

用保証協会への補助等を確保するとともに, 証券化支援業務

に必要な中小企業金融公庫出資金等を計上している｡

(13) 農林水産業の振興

農林水産予算については, 農業の構造改革の加速化, 食の

安全・安心の確保と食品産業の活性化, 都市と農山漁村の共

生・対流による地域の活性化を推進するとともに, ｢森林・
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林業基本法｣ (昭39法161) を踏まえた新たな森林・林業政

策の展開, ｢水産基本法｣ (平13法89) を踏まえた水産政策の

展開を図ることとしている｡ このような中で, ｢基本方針｣

等を踏まえ, 公共事業から非公共事業へのシフトを引き続き

行い, 農林水産業の緊急かつ重要な課題に対する施策の強化

を図ることとしている｡

具体的には, 農業の構造改革の加速化を図る観点から, 米

政策の改革関連施策を講じるほか, 効率的かつ安定的な経営

体が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立に向けた担い

手への支援の集中化・重点化, 農林水産物の輸出の促進に向

けた支援体制の確立, 水利施設の効率的管理・畑地転換等の

取組を支援するための条件整備等を推進することとしてい

る｡

また, 食の安全と安心の確保を図る観点から, 農薬等の生

産資材の安全性の確保策や有害物質対策を強化するととも

に, 不正を見逃さない監視体制の整備を通じた食品表示の信

頼性の回復を図るほか, 国民一人一人が食の安全と安心につ

いて自ら考えるための食育活動等を推進することとしてい

る｡

さらに, 都市と農山漁村の共生・対流を一層促進するた

め, 地域のイニシアティブや多様な主体の参加による風格あ

る美しい農山漁村づくりに向けた施策を推進するとともに,

観光立村を実現するための支援策を実施することとしてい

る｡ また, 循環型社会の構築と地球温暖化防止に向け, バイ

オマスを利活用する社会を実現するため, 新たなモデル施設

の整備, 利活用システムの構築等を推進することとしてい

る｡

林野関係では, 地球温暖化防止等に資する観点から, 森林

整備事業については, 15年度当初予算額に対して0.5％増の

1,825億円を計上し, 管理不十分な森林の整備, 間伐, 複層林

化や針広混交林化の推進等を図りつつ, 多様で健全な森林の

整備・保全を重点的に実施することとしている｡ また, 林

業・木材産業の抜本的な構造改革を推進するため, 地域材の

新しい流通・加工システムの構築等による木材利用や木質バ

イオマス利活用を推進し, 循環型社会の構築を図るととも

に, 緑の雇用担い手育成対策事業等により林業就業者等の確

保・育成等を図ることとしている｡ さらに, 里山林の再生・

整備, 国民参加の森林づくり等の推進により, 都市と山村の

共生・対流を通じた活力ある山村の振興を図ることとしてい

る｡

水産関係では, 海洋に関する科学的知見を充実しつつ, こ

れに基づき資源管理の徹底を図るとともに, 沿岸域において

豊かな環境を創造し, つくり育てる漁業を推進する観点か

ら, 関連施策の集中化・重点化を進めることとしている｡ ま

た, 関係者の自主的な取組を支援することにより, 収益性の

高い魅力ある漁業の確立を目指すとともに, 水産物の生産・

供給において消費者ニーズヘの対応策の充実と技術革新や基

盤整備等を通じた水産加工の体質強化や流通の効率化を進め

るほか, 漁業協同組合の改革を促進することとしている｡ さ

らに, 水産業や漁村の有する多面的機能を踏まえ, 異なる社

会経済条件等に応じ, 漁村の総合的な整備や都市との共生・

対流を促進することとしている｡

(14) エネルギー対策の推進

エネルギー対策については, 地球温暖化問題への対応が求

められる中, 省エネルギー対策や新エネルギーの開発・利用

の促進等に重点的に取り組むこととしている｡ また, エネル

ギーの安定供給の確保や原子力の平和利用の促進等について

も着実に取り組むなど, 中長期的な観点に立った総合的なエ

ネルギー政策を着実に推進することとしている｡

すなわち, 石油資源の探鉱・開発の推進, 石油備蓄の維持,

石油の生産・流通合理化を図るための諸施策等石油対策の推

進に努めるとともに, 原子力利用の安全確保のための研究,

原子力施設の安全性向上対策, 高速増殖炉の研究開発, 核融

合の研究開発, 新エネルギー技術及び省エネルギー技術の研

究開発等の推進に努めることとしている｡

これらの施策を実施するため, 一般会計のエネルギー対策

費として, 5,065億円 (15年度当初予算比502億円, 9,0％減)

を計上している｡

(15) 治安対策の推進

近年の我が国の治安情勢にかんがみ, 16年度予算において

は, 治安回復に向けた基盤の整備及び犯罪類型等に応じた各

種の施策を積極的に推進することとしている｡

治安回復に向けた基盤の整備として, 国家公務員数全体が

純減となる中で, 治安関係職員を大幅に増員することとし,

具体的には, 矯正職員451人, 入管職員168人, 検察官56人,

税関職員185人等の増員を行うこととしている｡ 加えて, 大

規模な増員を行った14年度, 15年度に引き続き, 地方警察官

を3,150人増員することとしており, そのために必要な経費

を計上している｡

更に, 治安の基盤となる施設の整備を積極的に行うことと

し, 具体的には, 過剰収容問題が深刻な刑務所等の収容定員

増を図るため, 矯正施設整備のための経費を179億円 (15年

度当初予算比12億円, 7.2％増) 計上している｡ なお, 大規模

な矯正施設 2 施設につき PFI を活用した整備を図ることと

し, 所要の経費を計上している｡ 更に, 警察活動の基盤を支

える警察学校, 機動隊等の訓練施設等の警察関連施設の整備

についても積極的に対応することとしている｡

また, 我が国の治安回復に向けて, 組織犯罪・不法滞在外

国人対策, 水際対策, 街頭犯罪・侵入犯罪対策等の各種の施

策を積極的に推進することとしており, 具体的には, 出入国

管理体制を強化するため, 不法滞在外国人摘発体制の強化,

地方海空港等における出入国審査体制の強化等に必要な経費

を計上するとともに, 街頭緊急通報装置, 自動車ナンバー自

動読取システム等の犯罪予防, 犯罪捜査に有効な機材の整備

を行うなどの対応を図ることとしている｡
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